
1 

 次のとおり随意契約の相手方等について公告します。 

  令和８年１月 13日 

        収支等命令者 

          佐賀県総務部税政課長  木  下  修  司    

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

  令和６年度税制改正（外形標準課税制度見直し）に伴う税総合情報システ

ム改修業務委託 １式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 (1) 部局の名称 佐賀県総務部税政課 

 (2) 所在地 佐賀市城内一丁目１番 59号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和７年 11月 21 日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

 (1) 氏名 富士通 Japan 株式会社 西日本公共ビジネス統括部（佐賀） 統

括部長 長尾 勇一 

 (2) 住所 佐賀市駅前中央一丁目５番 10号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  153,780,000 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第 372 号）第 11条第１項第２号の規定による。 


